
　習志野市の市営水道は、1949年（昭和24年）に事業を開始して以来、安定供給と健全経営を目指し、努力を続けて
います。しかしながら、長い年月の経過とともに、全国の水道事業者同様、様々な課題も顕在化してきました。その現状
をご理解いただくため、市営水道の現状とこれからについて、4回に分けて掲載しています。
　今回は最終回、給水収益（水道料金による収入）の推移について、ご紹介します。

　習志野市営水道の給水収益は、平成18年度の約19億9百万円をピークに減少しています。これは、節水
機器の浸透や節水意識の高まりなどにより、水道水の販売量である有収水量が減少を続けているためです。
（令和2年度と3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う在宅時間の増加により、一時的に有収水量

市営水道の現状とこれから

給水収益

　厚生労働省は、全国の水道事業者に対し、水道事業運営のために本来必要となる水道料金の値上げを実
施しない場合、老朽化した施設の更新などに必要となる財源を十分に確保することができず、供給支障や漏
水事故が発生するリスクが高くなると指摘しています。
　このような全国の水道事業の現状に鑑み、平成30年に水道法が改正されました。その中で「水道料金は
健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること」が求められています。
　また、「水道事業者は、水道施設の強靭化や適切な資産管理等に取り組むことが重要」とされています。

水道法の改正

　習志野市では、水道施設の強靭化（老朽化・地震対策）や、適切な資産管理（施設更新の実施や統廃合の
検討）など経費の縮減に取り組んできました。しかしながら、給水収益の減少は今後も継続する見込みであ
ることから、施設の更新などに必要となる財源を確保するため、適切な料金設定に向けた料金改定の検討
を続けています。今後も持続的な安定供給と健全経営を目指し、努力を続けていきますので、皆さまのご理
解とご協力をお願いいたします。

習志野市の取組

第４回　給水収益の推移

ＴＥＬ：047－475－3321（代表）●担当／公営企画課

過去の掲載内容
はこちら▶
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ＴＥＬ：047-475-3321（代表）●担当／営業料金課

　宅地内で漏水が発生し、使用水量が増加した場合でも水道料金や下水道使用料は原則お客さまの負担となります。
　どんなに小さな漏水でも、放っておくと大きなムダ使いとなり、料金が高額となってしまいます。
　習志野市企業局（市営水道）では、水道と下水道の検針を２カ月に１回行っておりますが、お客さまご自身でも漏水していな
いか確認して早期発見をお願いします。

●漏水しているかどうやって確認するの？
◎水道メーターで確認しよう
　宅地内の蛇口をすべて閉めた状態で水道メーターの
　パイロット部分（右図参照）が回転していれば漏水の可能性があります。
◎検針票で確認しよう
　検針時に投函している検針票を前回と比べた時に、急に水道の使用量が増え
　ていれば、どこか見えないところで漏水している可能性があります。
　その場合もメーターのパイロットを確認してみましょう。

●漏水しているかも？
　漏水の場所がわからない場合は漏水箇所を調査します。速やかに習志野市企業局へご連絡ください。
　漏水箇所がわかる場合は習志野市指定給水装置工事事業者（水道工事店）に修理依頼をしてください。
　水道工事店がわからない場合は、習志野市企業局へご相談ください。
　千葉県企業局の水道（県営水道）をご利用の人は『県水お客様センター』へご連絡をお願いします。

●漏水量を減免する制度はないの？
　水　　　道
水道事業者によって、減免制度が異なります。
◎市営水道をご利用の人
漏水量分の水道料金は下記の条件をすべて満たす場合減免となります。
　①申請は漏水発見後から２カ月以内であること。
　②漏水箇所が地下、壁内、床下などの発見困難な場所での漏水であること。
　【ポイント】　蛇口の閉め忘れ、水洗トイレや給湯器の故障、適正な管理がされていない水道管は対象外です。
　③習志野市指定給水装置工事事業者（水道工事店）が漏水修理をし、水道工事店が発行する修繕証明書を申請時に添付
      すること。
　【ポイント】　市営水道と県営水道で指定している水道工事店が異なります。県営水道の指定工事店で修理をしても、減免
　　　　　　  できない場合がありますのでご注意ください。
◎県営水道をご利用の人
『県水お客様センター』へお問い合わせください。

　下　水　道
下水道使用料は水道使用量にて計算されるので、水道事業者が使用量を減免をしたときに減免します。
◎市営水道をご利用の人
減免申請は必要ありません。水道料金の減免申請が下水道の減免申請を兼ねています。改めての手続きはありません。
◎県営水道をご利用の人
減免申請が必要です。申請時に県営水道が発行する減免通知書を添付してください。
申請期限は県営水道の通知書発行から２カ月以内です。

水漏れの早期発見をお願いします

お 住 い の 地 域 に よ っ て お 問 い 合 わ せ 先 が 異 な り ま す

北側

千葉県企業局

習志野市企業局
南側

（千葉県営水道）

（習志野市営水道）

給水区域・水道事業者 お問い合わせ先

●下水道
●水道でＪＲ総武線より

北側のお客様
習志野市企業局
（習志野市営水道）

料金および減免・・・・・習志野市企業局料金センター
　　　　　　　　　 電話：０４７－４７５－３３２０（直通）
漏水調査・水道工事店の案内・・・・ガス水道保安課維持係
　　　　　　　　　 電話：０４７－４７５－３３２１（代表）
受付時間：午前８時３０分から午後５時まで
　　　　　（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

県水お客様センター　電話：０５７０－００１－２４５（ナビダイヤル）
受付時間：午前８時４５分から午後６時まで
　　　　 （土曜は午前８時４５分から午後５時まで）
　　　　 （日曜・祝日・年末年始を除く）

●水道でＪＲ総武線より
南側のお客様
千葉県企業局
（千葉県営水道）

JR津田沼駅

が増加しています。）
　平成9年度と平成17年
度は料金改定を実施した
ことにより給水収益が改
善していますが、全体とし
て減少傾向が続いており
ます。今後も人口減少など
の要因により、この傾向は
続く見込みです。
　一方で、近年の物価の
高騰や労務単価の上昇に
より、費用は増加している
ことから、より一層、収益の
増加を図る必要がありま
す。

←旧陸軍の高架水槽
　（現第１給水場）

第4給水場の配水池→
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習志野市　水道工事店
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